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議案第 82 号 

 

平成２５年度生駒市一般会計補正予算（第４回） 

 

平成２５年度生駒市の一般会計の補正予算（第４回）は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８３，８０７千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３７，８０６，６５３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加及び変更は、「第３表債務負担行為補正」による。 

  

平成２５年１２月６日提出 

                       生駒市長 山 下  真 
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第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
［単位　千円］

款 項 補正前の額 補  正  額     計    

12 分担金及び負担金       432,724        12,207       444,931

 1 負担金       432,724        12,207       444,931

14 国庫支出金     4,314,049        29,030     4,343,079

 1 国庫負担金     3,724,316        33,896     3,758,212

 2 国庫補助金       563,593        -4,866       558,727

15 県支出金     2,035,225        15,528     2,050,753

 1 県負担金     1,222,465        16,947     1,239,412

 2 県補助金       594,124        -1,419       592,705

19 繰越金     1,426,591        27,042     1,453,633

 1 繰越金     1,426,591        27,042     1,453,633

歳     入     合     計    37,722,846        83,807    37,806,653
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歳 出
［単位　千円］

款 項 補正前の額 補  正  額     計    

 3 民生費    12,359,151        83,807    12,442,958

 1 社会福祉費     4,621,534        67,912     4,689,446

 2 児童福祉費     5,638,033        15,895     5,653,928

歳     出     合     計    37,722,846        83,807    37,806,653
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　　　　　第　３　表　債　務　負　担　行　為　補　正

追加

変更

期　　間 期　　間

老 人 保 健 施 設
増 設 及 び 改 装 工 事

平成２６年度 平成２６年度

生 駒 台 幼 稚 園 仮 設 園 舎 リ ー ス 平成２５年度から平成２７年度まで ９５，０００千円

３９，７９５千円 ４５，９９５千円

限　度　額
事　　　　　項

補　正　前 補　正　後

限　度　額

期　　　　　　　間事　　　　　　　　　　項 限　　度　　額

金 鵄 の 杜 倭 苑 管 理 業 務 平成２５年度から平成２６年度まで １８，８００千円
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追加 [単位　千円]

消 防 費 消 防 費 消 防 施 設 整 備 事 業 ７，５２７

第　２　表　繰　越　明　許　費　補　正

款

生 駒 駅 北 口 交 通 広 場 改 修 事 業 ５４，６００

項 事　業　名 金　　額

土 木 費
道 路 橋 梁
及 び 河 川 費

道 路 新 設 改 良 事 業

河 川 水 路 改 修 事 業

７３，１００

１２，０００
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議案第 83 号 

 

平成２５年度生駒市国民健康保険特別会計補正予算（第１回） 

 

平成２５年度生駒市の国民健康保険特別会計の補正予算（第１回）は、次に定

めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１４１，２４２千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１，４５３，６６６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

平成２５年１２月６日提出 

                       生駒市長 山 下  真 
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議案第 84 号 

 

平成２５年度生駒市下水道事業特別会計補正予算（第１回） 

 

平成２５年度生駒市の下水道事業特別会計の補正予算（第１回）は、次に定め

るところによる。 

 （繰越明許費） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により

翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第１表繰越明許費」による。 

  

平成２５年１２月６日提出 

                       生駒市長 山 下  真 
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[単位　千円]

第　１　表　繰　越　明　許　費

項款 金　　額事　業　名

１１０，０００下 水 道 費 下 水 道 費 公 共 下 水 道 管 渠 整 備 事 業
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議案第 85 号 

 

生駒市行政組織条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２５年１２月６日 

生駒市長 山 下  真   

 

   生駒市行政組織条例の一部を改正する条例 

 生駒市行政組織条例（平成２年３月生駒市条例第１号）の一部を次のように改

正する。 

 第１条中       を「都市整備部」に改める。 

 第２条企画財政部の項第４号中「及び物品の購入」を削り、同条都市整備部の

項中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の

次に次の１号を加える。 

  (2) 景観に関すること。 

 第２条都市整備部の項に次の４号を加える。 

(6) 関西文化学術研究都市建設の推進に関すること。 

(7) リニア中央新幹線に関すること。 

(8) 市街地再開発事業に関すること。 

(9) 市街地再開発関連街路事業等に関すること。 

 第２条開発部の項を削る。 

   附 則 

 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

「都市整備部 

 開発部  」 
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議案第 86 号 

 

生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の 

制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２５年１２月６日 

生駒市長 山 下  真   

 

   生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 生駒市の一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年７月生駒市条例第２３

号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第４項中「により職員」の次に「（次項に規定する職員を除く。以下こ

の項において同じ｡)」を加え、「同項」を「前項」に、「市長の」を「市長が規

則で」に改め、同条第５項を次のように改める。 

５ ５５歳を超える職員の第３項の規定による昇給は、同項に規定する期間にお

けるその者の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り

行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて市長が規

則で定める基準に従い決定するものとする。 

   附 則 

 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 
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議案第 87 号 

 

生駒市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２５年１２月６日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市税条例の一部を改正する条例 

 生駒市税条例（昭和５０年１２月生駒市条例第３１号）の一部を次のように改

正する。 

 第２５条第１項中「法第３１４条の７第１項第１号及び第２号」を「次」に、

「同項に」を「法第３１４条の７第１項に」に改め、同項に次の各号を加える。 

(1) 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金（当該納税義務者がその寄

附によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該

納税義務者に及ぶと認められるものを除く｡) 

(2) 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１１３条第２項に規定する共

同募金会（その主たる事務所を奈良県内に有するものに限る｡)に対する寄附

金又は日本赤十字社に対する寄附金（奈良県内に事務所を有する日本赤十字

社の支部において収納されたものに限る｡)で、令第７条の１７各号で定める

もの 

(3) 所得税法第７８条第２項第２号及び第３号に掲げる寄附金（同条第３項

の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除

く｡)並びに租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条の１８の２
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第２項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、次に掲げるもの 

ア 市内に事務所を有する法人又は団体のうち、奈良県内に主たる事務所を

有するものに対する寄附金 

イ 市内に事務所を有する法人又は団体のうち、奈良県税条例（昭和２５年

奈良県条例第３４号）で定めるところにより奈良県知事が指定したものに

対する寄附金 

ウ 公益信託ニ関スル法律（大正１１年法律第６２号）第２条第１項の規定

により奈良県知事又は奈良県教育委員会の許可を受けた同法第１条に規定

する公益信託の信託財産とするために支出したもの 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 改正後の生駒市税条例（以下「新条例」という｡)第２５条第１項の規定

は、個人の市民税の所得割の納税義務者が平成２５年１月１日以後に支出する

同項に掲げる寄附金について適用する。 

２ 平成２６年度分の個人の市民税についての新条例第２５条第１項の規定の適

用については、同項第３号中「同条第３項」とあるのは、「同条第３項及び所

得税法等の一部を改正する法律（平成２０年法律第２３号）附則第５５条の規

定によりなおその効力を有することとされる同法第８条の規定による改正前の

租税特別措置法第４１条の１８の２第１項」とする。 
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議案第 88 号 

 

生駒市生涯学習施設条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２５年１２月６日 

生駒市長 山 下  真   

 

   生駒市生涯学習施設条例の一部を改正する条例 

 生駒市生涯学習施設条例（平成２３年９月生駒市条例第２２号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２１条を第２２条とし、第２０条の次に次の１条を加える。 

 （別館の設置等） 

第２１条 たけまるホールに別館を置く。 

２ 別館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

生駒駅前図書室 生駒市北新町 

３ 別館については、第４条から第１８条まで及び前条の規定は、適用しない。 

４ 別館における第１９条の規定の適用については、同条中「指定管理者」とあ

るのは、「教育委員会」とする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において生駒市教育

委員会が規則で定める日から施行する。 
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議案第 89 号 

 

生駒市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２５年１２月６日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市営住宅条例の一部を改正する条例 

 生駒市営住宅条例（平成９年１２月生駒市条例第３７号）の一部を次のように

改正する。 

 第６条第１項第１号ク中「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する

法律」を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改め

る。 

附 則 

 この条例は、平成２６年１月３日から施行する。 
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議案第 90 号 

 

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うため 

の消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確 

保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付 

税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条 

例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２５年１２月６日                     

生駒市長 山 下  真   

 

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費

税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税

制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

（生駒市行政財産使用料条例の一部改正） 

第１条 生駒市行政財産使用料条例（平成２５年３月生駒市条例第５号）の一部

を次のように改正する。 

  第３条第１項中「土地価格」の次に「（以下「土地価格」という｡)」を加

え、同条第８項中「第１項から第３項まで」を「第１項から第４項まで」に改

め、同項を同条第９項とし、同条第７項中「第１項から第３項まで」を「第１

項から第４項まで」に改め、同項を同条第８項とし、同条第６項中「第１項か

ら第３項まで」を「第１項、第３項及び第４項」に改め、「とき」の次に「（
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第１項の規定により使用料を算出する場合にあっては、使用許可の期間が１月

に満たないときを除く｡)」を加え、同項を同条第７項とし、同条第５項を同条

第６項とし、同条第４項中「前３項」を「前各項」に改め、同項を同条第５項

とし、同条第３項を同条第４項とし、同条第２項第１号中「１００分の７」を

「１００分の７．５６」に改め、同項第２号中「について前項の規定により算

出した額」を「に係る土地価格に１００分の４．３２を乗じて得た額」に改

め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

 ２ 使用許可の期間が１月に満たない場合の土地の使用料の額は、土地価格に

１００分の４．３２を乗じて得た額から日割りにより算出して得た額とす

る。 

第２条 生駒市行政財産使用料条例の一部を次のように改正する。 

  第３条第２項中「１００分の４．３２」を「１００分の４．４」に改め、同

条第３項第１号中「１００分の７．５６」を「１００分の７．７」に改め、同

項第２号中「１００分の４．３２」を「１００分の４．４」に改める。 

（生駒市生涯学習施設条例の一部改正） 

第３条 生駒市生涯学習施設条例（平成２３年９月生駒市条例第２２号）の一部

を次のように改正する。 

  別表第１の１の表中「１，８００円」を「１，８５０円」に、「１，５００

円」を「１，５４０円」に、「１，２００円」を「１，２３０円」に、「９０

０円」を「９３０円」に、「７００円」を「７２０円」に、「６００円」を「

６２０円」に改め、同表に備考として次のように加える。 

  備考 この表の使用料の額には、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の

規定による消費税及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定によ

る地方消費税に相当する額（以下「消費税等相当額」という｡)を含む。 

  別表第１の２の表中「１２，３００円」を「１２，６５０円」に、「２０，
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６００円」を「２１，１９０円」に、「４２，８００円」を「４４，０２０円

」に、「９，３００円」を「９，５７０円」に、「１５，４００円」を「１５

，８４０円」に、「３２，０００円」を「３３，０００円」に、「３，０００

円」を「３，０９０円」に、「２，５００円」を「２，５７０円」に、「１０

，４００円」を「１０，７００円」に、「２，３００円」を「２，３７０円」

に、「１，９００円」を「１，９５０円」に、「７，９００円」を「８，１４

０円」に、「７，８００円」を「８，０２０円」に、「３２，４００円」を「

３３，３２０円」に、「７，０００円」を「７，２００円」に、「５，８００

円」を「５，９６０円」に、「２４，１００円」を「２４，８３０円」に、「

５００円」を「５１０円」に、「４００円」を「４１０円」に、「２，１００

円」を「２，１５０円」に改め、同表に備考として次のように加える。 

備考 この表の使用料の額には、消費税等相当額を含む。 

  別表第１の３の表中「８００円」を「８２０円」に、「６００円」を「６２

０円」に、「９００円」を「９３０円」に、「１，６００円」を「１，６４０

円」に、「１，３００円」を「１，３４０円」に、「２，０００円」を「２，

０６０円」に、「１，７００円」を「１，７５０円」に、「１，９００円」を

「１，９５０円」に、「５００円」を「５１０円」に改め、同表に備考として

次のように加える。 

備考 この表の使用料の額には、消費税等相当額を含む。 

別表第２の１の表中「２５，３００円」を「２６，０２０円」に、「４２，

１００円」を「４３，３００円」に、「８７，６００円」を「９０，１００円

」に、「１８，９００円」を「１９，４４０円」に、「３１，５００円」を「

３２，４００円」に、「６５，５００円」を「６７，３９０円」に、「６，３

００円」を「６，４８０円」に、「５，３００円」を「５，４５０円」に、「

２２，０００円」を「２２，６２０円」に、「４，７００円」を「４，８３０
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円」に、「３，９００円」を「４，０１０円」に、「１６，２００円」を「１

６，７００円」に、「２，２００円」を「２，２６０円」に、「１，８００円

」を「１，８５０円」に、「９，４００円」を「９，６６０円」に、「３００

円」を「３１０円」に、「２００円」を「２１０円」に、「１，１００円」を

「１，１５０円」に改め、同表に備考として次のように加える。 

備考 この表の利用料金の上限額には、消費税等相当額を含む。 

別表第２の２の表中「２，８００円」を「２，８８０円」に、「２，４００

円」を「２，４７０円」に、「１２，４００円」を「１２，７６０円」に、「

２，２００円」を「２，２６０円」に、「１，９００円」を「１，９５０円」

に、「９，８００円」を「１０，０６０円」に、「９００円」を「９３０円」

に、「８００円」を「８２０円」に、「４，１００円」を「４，２１０円」

に、「７００円」を「７２０円」に、「３，７００円」を「３，８１０円」

に、「１，８００円」を「１，８５０円」に、「１，５００円」を「１，５４

０円」に、「７，８００円」を「８，０１０円」に、「３，６００円」を「３

，７００円」に、「６００円」を「６２０円」に、「５００円」を「５１０円

」に、「２，６００円」を「２，６６０円」に、「１，７００円」を「１，７

５０円」に、「１，４００円」を「１，４４０円」に、「７，３００円」を「

７，５１０円」に、「１，１００円」を「１，１３０円」に、「４，７００円

」を「４，８５０円」に、「４００円」を「４１０円」に、「２，０００円」

を「２，０５０円」に改め、同表に備考として次のように加える。 

備考 この表の利用料金の上限額には、消費税等相当額を含む。 

別表第２の３の表中「２，６００円」を「２，６７０円」に、「３，２００

円」を「３，２９０円」に、「８，４００円」を「８，６３０円」に改め、同

表に備考として次のように加える。 

備考 この表の利用料金の上限額には、消費税等相当額を含む。 
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別表第２の４の表中「３，０００円」を「３，０９０円」に、「２，５００

円」を「２，５７０円」に、「１３，０００円」を「１３，３７０円」に、「

６００円」を「６２０円」に、「５００円」を「５１０円」に、「２，６００

円」を「２，６６０円」に、「３００円」を「３１０円」に、「２００円」を

「２１０円」に、「１，１００円」を「１，１５０円」に、「４００円」を「

４１０円」に、「１，６００円」を「１，６５０円」に、「１，５００円」を

「１，５５０円」に改め、同表に備考として次のように加える。 

備考 この表の利用料金の上限額には、消費税等相当額を含む。 

別表第２の５の表中「１４，６００円」を「１５，０２０円」に、「２４，

４００円」を「２５，１００円」に、「５０，７００円」を「５２，１８０円

」に、「１０，９００円」を「１１，２１０円」に、「１８，２００円」を「

１８，７２０円」に、「３７，８００円」を「３８，９２０円」に、「３，２

００円」を「３，２９０円」に、「２，７００円」を「２，７８０円」に、「

１１，２００円」を「１１，５３０円」に、「２，４００円」を「２，４７０

円」に、「２，０００円」を「２，０６０円」に、「８，３００円」を「８，

５７０円」に、「１１，４００円」を「１１，７３０円」に、「９，５００円

」を「９，７７０円」に、「３９，５００円」を「４０，６５０円」に、「８

，５００円」を「８，７４０円」に、「７，１００円」を「７，３００円」

に、「２９，５００円」を「３０，３５０円」に改め、同表に備考として次の

ように加える。 

備考 この表の利用料金の上限額には、消費税等相当額を含む。 

別表第２の６の表中「２，２００円」を「２，２６０円」に、「１，９００

円」を「１，９５０円」に、「９，８００円」を「１０，０６０円」に、「２

，１００円」を「２，１６０円」に、「１，８００円」を「１，８５０円」

に、「９，３００円」を「９，５６０円」に、「１，６００円」を「１，６４
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０円」に、「１，３００円」を「１，３４０円」に、「６，８００円」を「７

，０００円」に、「１，５００円」を「１，５４０円」に、「７，９００円」

を「８，１１０円」に、「１，２００円」を「１，２３０円」に、「１，００

０円」を「１，０３０円」に、「５，２００円」を「５，３５０円」に改め、

同表に備考として次のように加える。 

備考 この表の利用料金の上限額には、消費税等相当額を含む。 

別表第２の７の表中「１３，８００円」を「１４，１９０円」に、「２３，

２００円」を「２３，８６０円」に、「４８，１００円」を「４９，５３０円

」に、「１０，４００円」を「１０，７００円」に、「１７，２００円」を「

１７，６９０円」に、「３５，８００円」を「３６，８６０円」に、「３，９

００円」を「４，０１０円」に、「３，３００円」を「３，３９０円」に、「

１３，６００円」を「１４，０６０円」に、「２，９００円」を「２，９８０

円」に、「２，４００円」を「２，４７０円」に、「１０，０００円」を「１

０，２９０円」に、「９，９００円」を「１０，１８０円」に、「８，３００

円」を「８，５４０円」に、「３４，４００円」を「３５，４７０円」に、「

７，５００円」を「７，７１０円」に、「６，２００円」を「６，３８０円」

に、「２５，８００円」を「２６，５８０円」に、「４００円」を「４１０円

」に、「３００円」を「３１０円」に、「１，６００円」を「１，６５０円」

に、「１，５００円」を「１，５５０円」に改め、同表に備考として次のよう

に加える。 

備考 この表の利用料金の上限額には、消費税等相当額を含む。 

別表第２の８の表を次のように改める。 

８ 南コミュニティセンターせせらぎ（小ホール等） 

 9:00～ 

12:00 

12:00～ 

14:30 

14:30～ 

17:00 

17:00～ 

19:30 

19:30～ 

22:00 

9:00～ 

22:00 

小ホール 4,110 円  3,390 円  3,390 円  3,390 円  3,390 円  17,670
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円 

リハー

サ ル

室 

せ せ ら

ぎ ホ ー

ル 又 は

小 ホ ー

ル と の

併 用 使

用 

210 円  210 円  210 円  210 円  210 円  1,050 円  

単 独 使

用 
620 円  620 円  620 円  620 円  620 円  3,100 円  

プレイルーム 510 円  410 円  410 円  410 円  410 円  2,150 円  

セミナー室 201 1,030 円  820 円  820 円  820 円  820 円  4,310 円  

セミナー室 202・

203・301～303 

１室につき 

1,540 円  1,230 円  1,230 円  1,230 円  1,230 円  6,460 円  

和室１ 510 円  410 円  410 円  410 円  410 円  2,150 円  

和室２・３ 

１室につき 
620 円  510 円  510 円  510 円  510 円  2,660 円  

 備考 この表の利用料金の上限額には、消費税等相当額を含む。 

別表第２の９の表中「２，４００円」を「２，４７０円」に、「３，０００

円」を「３，０９０円」に、「７，８００円」を「８，０３０円」に改め、同

表に備考として次のように加える。 

備考 この表の利用料金の上限額には、消費税等相当額を含む。 

別表第２の１０の表中「２１，３００円」を「２１，９１０円」に、「３５

，４００円」を「３６，４１０円」に、「７３，６００円」を「７５，７８０

円」に、「１５，９００円」を「１６，３５０円」に、「２６，４００円」を

「２７，１５０円」に、「５４，９００円」を「５６，５２０円」に、「８，

３００円」を「８，５４０円」に、「６，９００円」を「７，１００円」に、

「２８，７００円」を「２９，５５０円」に、「６，２００円」を「６，３８

０円」に、「５，１００円」を「５，２５０円」に、「２１，２００円」を「

２１，９００円」に、「１３，０００円」を「１３，３７０円」に、「１０，

８００円」を「１１，１１０円」に、「４４，９００円」を「４６，２５０円
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」に、「９，７００円」を「９，９８０円」に、「８，１００円」を「８，３

３０円」に、「３３，６００円」を「３４，６４０円」に、「３００円」を「

３１０円」に、「１，５００円」を「１，５５０円」に改め、同表に備考とし

て次のように加える。 

備考 この表の利用料金の上限額には、消費税等相当額を含む。 

別表第２の１１の表中「７，２００円」を「７，４１０円」に、「６，００

０円」を「６，１７０円」に、「２４，９００円」を「２５，６７０円」に、

「５，３００円」を「５，４５０円」に、「４，４００円」を「４，５３０円

」に、「１８，３００円」を「１８，８６０円」に改め、同表に備考として次

のように加える。 

備考 この表の利用料金の上限額には、消費税等相当額を含む。 

別表第２の１２の表中「７００円」を「７２０円」に、「６００円」を「６

２０円」に、「３，１００円」を「３，２００円」に、「２，１００円」を「

２，１６０円」に、「１，８００円」を「１，８５０円」に、「９，３００円

」を「９，５６０円」に、「１，５００円」を「１，５４０円」に、「１，３

００円」を「１，３４０円」に、「６，７００円」を「６，９００円」に、「

１，０００円」を「１，０３０円」に、「８００円」を「８２０円」に、「４

，２００円」を「４，３１０円」に、「１，１００円」を「１，１３０円」

に、「９００円」を「９３０円」に、「４，７００円」を「４，８５０円」

に、「１，２００円」を「１，２３０円」に、「５，２００円」を「５，３５

０円」に改め、同表に備考として次のように加える。 

備考 この表の利用料金の上限額には、消費税等相当額を含む。 

別表第２の１３の表中「３，５００円」を「３，６００円」に、「４，４０

０円」を「４，５３０円」に、「１１，４００円」を「１１，７３０円」に改

め、同表に備考として次のように加える。 
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備考 この表の利用料金の上限額には、消費税等相当額を含む。 

別表第２の１４の表中「８，４００円」を「８，６４０円」に、「１４，０

００円」を「１４，４００円」に、「２９，０００円」を「２９，９５０円」

に、「４，２００円」を「４，３２０円」に、「７，０００円」を「７，２０

０円」に、「１４，５００円」を「１４，９８０円」に、「１，１００円」を

「１，１３０円」に、「１，８００円」を「１，８５０円」に、「４，７００

円」を「４，８３０円」に改め、同表に備考として次のように加える。 

備考 この表の利用料金の上限額には、消費税等相当額を含む。 

別表第２の１５の表中「１，２００円」を「１，２３０円」に、「１，００

０円」を「１，０３０円」に、「５，２００円」を「５，３５０円」に、「６

００円」を「６２０円」に、「５００円」を「５１０円」に、「２，６００円

」を「２，６６０円」に改め、同表に備考として次のように加える。 

備考 この表の利用料金の上限額には、消費税等相当額を含む。 

第４条 生駒市生涯学習施設条例の一部を次のように改正する。 

別表第１の１の表中「１，８５０円」を「１，８９０円」に、「１，５４０

円」を「１，５７０円」に、「１，２３０円」を「１，２６０円」に、「９３

０円」を「９４０円」に、「７２０円」を「７３０円」に、「６２０円」を「

６３０円」に改め、別表第１の２の表中「１２，６５０円」を「１２，８９０

円」に、「２１，１９０円」を「２１，５８０円」に、「４４，０２０円」を

「４４，８４０円」に、「９，５７０円」を「９，７４０円」に、「１５，８

４０円」を「１６，１３０円」に、「３３，０００円」を「３３，６００円」

に、「３，０９０円」を「３，１４０円」に、「２，５７０円」を「２，６２

０円」に、「１０，７００円」を「１０，９００円」に、「２，３７０円」を

「２，４１０円」に、「１，９５０円」を「１，９９０円」に、「８，１４０

円」を「８，３００円」に、「８，０２０円」を「８，１７０円」に、「３３
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，３２０円」を「３３，９４０円」に、「７，２００円」を「７，３３０円」

に、「５，９６０円」を「６，０８０円」に、「２４，８３０円」を「２５，

３２０円」に、「５１０円」を「５２０円」に、「４１０円」を「４２０円」

に、「２，１５０円」を「２，２００円」に改め、別表第１の３の表中「８２

０円」を「８４０円」に、「６２０円」を「６３０円」に、「９３０円」を「

９４０円」に、「１，６４０円」を「１，６８０円」に、「１，３４０円」を

「１，３６０円」に、「２，０６０円」を「２，０９０円」に、「１，７５０

円」を「１，７８０円」に、「１，９５０円」を「１，９９０円」に、「５１

０円」を「５２０円」に改める。 

別表第２の１の表中「２６，０２０円」を「２６，５００円」に、「４３，

３００円」を「４４，１００円」に、「９０，１００円」を「９１，７６０円

」に、「１９，４４０円」を「１９，８００円」に、「３２，４００円」を「

３３，０００円」に、「６７，３９０円」を「６８，６４０円」に、「６，４

８０円」を「６，６００円」に、「５，４５０円」を「５，５５０円」に、「

２２，６２０円」を「２３，０４０円」に、「４，８３０円」を「４，９２０

円」に、「４，０１０円」を「４，０９０円」に、「１６，７００円」を「１

７，０２０円」に、「２，２６０円」を「２，３００円」に、「１，８５０円

」を「１，８９０円」に、「９，６６０円」を「９，８６０円」に改め、別表

第２の２の表中「２，８８０円」を「２，９３０円」に、「２，４７０円」を

「２，５１０円」に、「１２，７６０円」を「１２，９７０円」に、「２，２

６０円」を「２，３００円」に、「１，９５０円」を「１，９９０円」に、「

１０，０６０円」を「１０，２６０円」に、「９３０円」を「９４０円」に、

「８２０円」を「８４０円」に、「４，２１０円」を「４，３００円」に、「

７２０円」を「７３０円」に、「３，８１０円」を「３，８６０円」に、「１

，８５０円」を「１，８９０円」に、「１，５４０円」を「１，５７０円」
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に、「８，０１０円」を「８，１７０円」に、「３，７００円」を「３，７６

０円」に、「６２０円」を「６３０円」に、「５１０円」を「５２０円」に、

「２，６６０円」を「２，７１０円」に、「１，７５０円」を「１，７８０円

」に、「１，４４０円」を「１，４７０円」に、「７，５１０円」を「７，６

６０円」に、「１，１３０円」を「１，１５０円」に、「４，８５０円」を「

４，９１０円」に、「４１０円」を「４２０円」に、「２，０５０円」を「２

，１００円」に改め、別表第２の３の表中「２，６７０円」を「２，７２０円

」に、「３，２９０円」を「３，３５０円」に、「８，６３０円」を「８，７

９０円」に改め、別表第２の４の表中「３，０９０円」を「３，１４０円」

に、「２，５７０円」を「２，６２０円」に、「１３，３７０円」を「１３，

６２０円」に、「６２０円」を「６３０円」に、「５１０円」を「５２０円」

に、「２，６６０円」を「２，７１０円」に、「４１０円」を「４２０円」

に、「１，６５０円」を「１，６６０円」に改め、別表第２の５の表中「１５

，０２０円」を「１５，２９０円」に、「２５，１００円」を「２５，５６０

円」に、「５２，１８０円」を「５３，１３０円」に、「１１，２１０円」を

「１１，４２０円」に、「１８，７２０円」を「１９，０７０円」に、「３８

，９２０円」を「３９，６５０円」に、「３，２９０円」を「３，３５０円」

に、「２，７８０円」を「２，８３０円」に、「１１，５３０円」を「１１，

７４０円」に、「２，４７０円」を「２，５１０円」に、「２，０６０円」を

「２，０９０円」に、「８，５７０円」を「８，７００円」に、「１１，７３

０円」を「１１，９４０円」に、「９，７７０円」を「９，９５０円」に、「

４０，６５０円」を「４１，３９０円」に、「８，７４０円」を「８，９００

円」に、「７，３００円」を「７，４４０円」に、「３０，３５０円」を「３

０，９３０円」に改め、別表第２の６の表中「２，２６０円」を「２，３００

円」に、「１，９５０円」を「１，９９０円」に、「１０，０６０円」を「１
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０，２６０円」に、「２，１６０円」を「２，２００円」に、「１，８５０円

」を「１，８９０円」に、「９，５６０円」を「９，７６０円」に、「１，６

４０円」を「１，６８０円」に、「１，３４０円」を「１，３６０円」に、「

７，０００円」を「７，１２０円」に、「１，５４０円」を「１，５７０円」

に、「８，１１０円」を「８，２７０円」に、「１，２３０円」を「１，２６

０円」に、「１，０３０円」を「１，０５０円」に、「５，３５０円」を「５

，４６０円」に改め、別表第２の７の表中「１４，１９０円」を「１４，４６

０円」に、「２３，８６０円」を「２４，３００円」に、「４９，５３０円」

を「５０，４５０円」に、「１０，７００円」を「１０，８９０円」に、「１

７，６９０円」を「１８，０２０円」に、「３６，８６０円」を「３７，５４

０円」に、「４，０１０円」を「４，０９０円」に、「３，３９０円」を「３

，４６０円」に、「１４，０６０円」を「１４，３４０円」に、「２，９８０

円」を「３，０４０円」に、「２，４７０円」を「２，５１０円」に、「１０

，２９０円」を「１０，４６０円」に、「１０，１８０円」を「１０，３７０

円」に、「８，５４０円」を「８，６９０円」に、「３５，４７０円」を「３

６，１００円」に、「７，７１０円」を「７，８６０円」に、「６，３８０円

」を「６，４９０円」に、「２６，５８０円」を「２７，０６０円」に、「４

１０円」を「４２０円」に、「１，６５０円」を「１，６６０円」に改め、別

表第２の８の表中「４，１１０円」を「４，１９０円」に、「３，３９０円」

を「３，４６０円」に、「１７，６７０円」を「１８，０３０円」に、「６２

０円」を「６３０円」に、「３，１００円」を「３，１５０円」に、「５１０

円」を「５２０円」に、「４１０円」を「４２０円」に、「２，１５０円」を

「２，２００円」に、「１，０３０円」を「１，０５０円」に、「８２０円」

を「８４０円」に、「４，３１０円」を「４，４１０円」に、「１，５４０円

」を「１，５７０円」に、「１，２３０円」を「１，２６０円」に、「６，４
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６０円」を「６，６１０円」に、「２，６６０円」を「２，７１０円」に改

め、別表第２の９の表中「２，４７０円」を「２，５１０円」に、「３，０９

０円」を「３，１４０円」に、「８，０３０円」を「８，１６０円」に改め、

別表第２の１０の表中「２１，９１０円」を「２２，３１０円」に、「３６，

４１０円」を「３７，０９０円」に、「７５，７８０円」を「７７，１９０円

」に、「１６，３５０円」を「１６，６６０円」に、「２７，１５０円」を「

２７，６６０円」に、「５６，５２０円」を「５７，５８０円」に、「８，５

４０円」を「８，６９０円」に、「７，１００円」を「７，２３０円」に、「

２９，５５０円」を「３０，０９０円」に、「６，３８０円」を「６，４９０

円」に、「５，２５０円」を「５，３４０円」に、「２１，９００円」を「２

２，２８０円」に、「１３，３７０円」を「１３，６２０円」に、「１１，１

１０円」を「１１，３１０円」に、「４６，２５０円」を「４７，０９０円」

に、「９，９８０円」を「１０，１６０円」に、「８，３３０円」を「８，４

９０円」に、「３４，６４０円」を「３５，３００円」に改め、別表第２の１

１の表中「７，４１０円」を「７，５４０円」に、「６，１７０円」を「６，

２９０円」に、「２５，６７０円」を「２６，１６０円」に、「５，４５０円

」を「５，５５０円」に、「４，５３０円」を「４，６１０円」に、「１８，

８６０円」を「１９，１９０円」に改め、別表第２の１２の表中「７２０円」

を「７３０円」に、「６２０円」を「６３０円」に、「３，２００円」を「３

，２５０円」に、「２，１６０円」を「２，２００円」に、「１，８５０円」

を「１，８９０円」に、「９，５６０円」を「９，７６０円」に、「１，５４

０円」を「１，５７０円」に、「１，３４０円」を「１，３６０円」に、「６

，９００円」を「７，０１０円」に、「１，０３０円」を「１，０５０円」

に、「８２０円」を「８４０円」に、「４，３１０円」を「４，４１０円」

に、「１，１３０円」を「１，１５０円」に、「９３０円」を「９４０円」
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に、「４，８５０円」を「４，９１０円」に、「１，２３０円」を「１，２６

０円」に、「５，３５０円」を「５，４６０円」に改め、別表第２の１３の表

中「３，６００円」を「３，６７０円」に、「４，５３０円」を「４，６１０

円」に、「１１，７３０円」を「１１，９５０円」に改め、別表第２の１４の

表中「８，６４０円」を「８，８００円」に、「１４，４００円」を「１４，

６７０円」に、「２９，９５０円」を「３０，５１０円」に、「４，３２０円

」を「４，４００円」に、「７，２００円」を「７，３３０円」に、「１４，

９８０円」を「１５，２５０円」に、「１，１３０円」を「１，１５０円」

に、「１，８５０円」を「１，８９０円」に、「４，８３０円」を「４，９３

０円」に改め、別表第２の１５の表中「１，２３０円」を「１，２６０円」

に、「１，０３０円」を「１，０５０円」に、「５，３５０円」を「５，４６

０円」に、「６２０円」を「６３０円」に、「５１０円」を「５２０円」に、

「２，６６０円」を「２，７１０円」に改める。 

（生駒ふるさとミュージアム条例の一部改正） 

第５条 生駒ふるさとミュージアム条例（平成２４年１０月生駒市条例第３７号

）の一部を次のように改正する。 

別表の１の表中「１，３００円」を「１，３４０円」に、「１，１００円」

を「１，１３０円」に、「５，７００円」を「５，８６０円」に改め、同表に

備考として次のように加える。 

  備考 この表の利用料金の上限額には、消費税法（昭和６３年法律第１０８

号）の規定による消費税及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規

定による地方消費税に相当する額を含む。 

第６条 生駒ふるさとミュージアム条例の一部を次のように改正する。 

別表の１の表中「１，３４０円」を「１，３６０円」に、「１，１３０円」

を「１，１５０円」に、「５，８６０円」を「５，９６０円」に改める。 
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（生駒市体育施設条例の一部改正） 

第７条 生駒市体育施設条例（平成元年１２月生駒市条例第３１号）の一部を次

のように改正する。 

  別表第３の１の表中「１，８００円」を「１，８５０円」に、「８，２５０

円」を「８，４９０円」に、「３０，２５０円」を「３１，１１０円」に、「

５００円」を「５１０円」に、「３，６００円」を「３，７００円」に、「１

６，５００円」を「１６，９７０円」に、「６０，５００円」を「６２，２３

０円」に、「１，２００円」を「１，２３０円」に、「２，１００円」を「２

，１６０円」に、「９，６７０円」を「９，９５０円」に、「３５，４７０円

」を「３６，４８０円」に改め、同表備考に次のように加える。 

   ５ 上表の使用料及び利用料金の額には、消費税法（昭和６３年法律第１

０８号）の規定による消費税及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号

）の規定による地方消費税に相当する額（以下「消費税等相当額」とい

う｡)を含む。 

  別表第３の２の表中「２，４００円」を「２，４７０円」に、「１，２００

円」を「１，２３０円」に、「４０，３３０円」を「４１，４８０円」に改

め、同表備考に次のように加える。 

４ 上表の使用料の額には、消費税等相当額を含む。 

  別表第３の３の表中「１，３００円」を「１，３４０円」に、「５００円」

を「５１０円」に、「１，６００円」を「１，６４０円」に、「６００円」を

「６２０円」に改め、同表備考を次のように改める。 

  備考 

１ 児童生徒等が使用する場合の使用料又は利用料金の額は、上表の金額

の２分の１に相当する額とする。 

２ 上表の使用料及び利用料金の額には、消費税等相当額を含む。 
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別表第３の４の表中「７００円」を「７２０円」に、「６００円」を「６２

０円」に、「１，２００円」を「１，２３０円」に、「１，０００円」を「１

，０３０円」に改め、同表備考を次のように改める。 

  備考 

１ 児童生徒等が使用する場合の使用料又は利用料金の額は、上表の金額

の２分の１に相当する額とする。 

２ 上表の使用料及び利用料金の額には、消費税等相当額を含む。 

別表第３の５の表中「２００円」を「２１０円」に、「３００円」を「３１

０円」に改め、同表備考に次のように加える。 

３ 上表の使用料の額には、消費税等相当額を含む。 

別表第３の６の表中「３００円」を「３１０円」に、「２００円」を「２１

０円」に改め、同表備考を次のように改める。 

  備考 

１ 児童生徒等が使用する場合の使用料の額は、上表の金額の２分の１に

相当する額とする。 

２ 上表の使用料の額には、消費税等相当額を含む。 

別表第３の７の表中「４，０００円」を「４，１１０円」に、「２，０００

円」を「２，０６０円」に、「３００円」を「３１０円」に、「４，８００円

」を「４，９４０円」に、「２，４００円」を「２，４７０円」に、「１，２

００円」を「１，２３０円」に、「３６０円」を「３７０円」に、「３５０円

」を「３６０円」に改め、同表に備考として次のように加える。 

備考 上表の金額には、消費税等相当額を含む。 

別表第４の１の表中「８００円」を「８２０円」に、「１，２００円」を「

１，２３０円」に改め、同表に備考として次のように加える。 

備考 上表の金額には、消費税等相当額を含む。 

-35-



別表第４の２の表中「７，０００円」を「７，２００円」に改め、同表に備

考として次のように加える。 

備考 上表の金額には、消費税等相当額を含む。 

第８条 生駒市体育施設条例の一部を次のように改正する。 

  別表第３の１の表中「１，８５０円」を「１，８９０円」に、「８，４９０

円」を「８，６４０円」に、「３１，１１０円」を「３１，６９０円」に、「

５１０円」を「５２０円」に、「３，７００円」を「３，７７０円」に、「１

６，９７０円」を「１７，２９０円」に、「６２，２３０円」を「６３，３８

０円」に、「１，２３０円」を「１，２６０円」に、「２，１６０円」を「２

，２００円」に、「９，９５０円」を「１０，１３０円」に、「３６，４８０

円」を「３７，１６０円」に改め、別表第３の２の表中「２，４７０円」を「

２，５１０円」に、「１，２３０円」を「１，２６０円」に、「４１，４８０

円」を「４２，２５０円」に改め、別表第３の３の表中「１，３４０円」を「

１，３６０円」に、「５１０円」を「５２０円」に、「１，６４０円」を「１

，６８０円」に、「６２０円」を「６３０円」に改め、別表第３の４の表中「

７２０円」を「７３０円」に、「６２０円」を「６３０円」に、「１，２３０

円」を「１，２６０円」に、「１，０３０円」を「１，０５０円」に改め、別

表第３の５の表中「１５０円」を「１６０円」に改め、別表第３の７の表中「

４，１１０円」を「４，１９０円」に、「２，０６０円」を「２，０９０円」

に、「４，９４０円」を「５，０３０円」に、「２，４７０円」を「２，５１

０円」に、「１，２３０円」を「１，２６０円」に、「３７０円」を「３８０

円」に、「３６０円」を「３７０円」に改める。 

別表第４の１の表中「８２０円」を「８４０円」に、「１，２３０円」を「

１，２６０円」に改め、別表第４の２の表中「７，２００円」を「７，３３０

円」に改める。 
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（ＲＡＫＵ－ＲＡＫＵはうす条例の一部改正） 

第９条 ＲＡＫＵ－ＲＡＫＵはうす条例（平成１３年４月生駒市条例第１２号）

の一部を次のように改正する。 

別表に備考として次のように加える。 

  備考 この表の使用料の額には、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の

規定による消費税及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定によ

る地方消費税に相当する額を含む。 

（金鵄の杜倭苑条例の一部改正） 

第１０条 金鵄の杜倭苑条例（平成１５年３月生駒市条例第１０号）の一部を次

のように改正する。 

別表中「３００円」を「３１０円」に、「１，５００円」を「１，５４０円

」に改め、同表に備考として次のように加える。 

  備考 この表の使用料の額には、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の

規定による消費税及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定によ

る地方消費税に相当する額を含む。 

第１１条 金鵄の杜倭苑条例の一部を次のように改正する。 

別表中「１５０円」を「１６０円」に、「１，５４０円」を「１，５７０円

」に改める。 

（生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正） 

第１２条 生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成５年１２月生駒市条

例第３２号）の一部を次のように改正する。 

第１８条中「１００円」の次に「（消費税法（昭和６３年法律第１０８号）

の規定による消費税及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による

地方消費税に相当する額（以下「消費税等相当額」という｡)を含む｡)」を加え

る。 
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別表し尿の項中「２５０円」を「２５７円」に、「２００円」を「２０５円

」に、「６００円」を「６１６円」に、「７００円」を「７１９円」に、「１

，０５０円」を「１，０８０円」に、「１００円」を「１０２円」に、「５０

０円」を「５１４円」に改め、同表動物の死体の項中「２，０００円」を「２

，０５６円」に改め、同表備考に次のように加える。 

４ この表の手数料の額には、消費税等相当額を含む。 

第１３条 生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

別表中「２５７円」を「２６１円」に、「２０５円」を「２０９円」に、「

６１６円」を「６２８円」に、「７１９円」を「７３２円」に、「１，０８０

円」を「１，１００円」に、「１０２円」を「１０４円」に、「５１４円」を

「５２３円」に、「２，０５６円」を「２，０９４円」に改める。 

 （生駒市火葬場条例の一部改正） 

第１４条 生駒市火葬場条例（昭和４９年４月生駒市条例第７号）の一部を次の

ように改正する。 

 別表斎場の項中「２，０００円」を「２，０６０円」に、「１，０００円」

を「１，０３０円」に改め、同表に備考として次のように加える。 

  備考 この表の使用料の額（斎場に係るものに限る｡)には、消費税法（昭和

６３年法律第１０８号）の規定による消費税及び地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）の規定による地方消費税に相当する額を含む。 

第１５条 生駒市火葬場条例の一部を次のように改正する。 

 別表中「２，０６０円」を「２，０９０円」に、「１，０３０円」を「１，

０５０円」に改める。 

（生駒市自転車駐車場条例の一部改正） 

第１６条 生駒市自転車駐車場条例（昭和５８年１２月生駒市条例第２９号）の
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一部を次のように改正する。 

別表中「第７条」を「第６条」に、「１，４００円」を「１，４４０円」

に、「３，８００円」を「３，９１０円」に、「２，０００円」を「２，０６

０円」に、「５，４００円」を「５，５５０円」に、「２，４００円」を「２

，４７０円」に、「６，５００円」を「６，６９０円」に改め、同表に備考と

して次のように加える。 

  備考 この表の利用料金の額には、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）

の規定による消費税及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定に

よる地方消費税に相当する額を含む。 

第１７条 生駒市自転車駐車場条例の一部を次のように改正する。 

別表中「１，４４０円」を「１，４７０円」に、「３，９１０円」を「３，

９８０円」に、「２，０６０円」を「２，０９０円」に、「５，５５０円」を

「５，６６０円」に、「１２０円」を「１３０円」に、「２，４７０円」を「

２，５１０円」に、「６，６９０円」を「６，８１０円」に改める。 

（生駒市自動車駐車場条例の一部改正） 

第１８条 生駒市自動車駐車場条例（平成１９年３月生駒市条例第１３号）の一

部を次のように改正する。 

別表に備考として次のように加える。 

  備考 この表の金額には、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定に

よる消費税及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方

消費税に相当する額を含む。 

（生駒市自転車等放置防止条例の一部改正） 

第１９条 生駒市自転車等放置防止条例（平成５年３月生駒市条例第９号）の一

部を次のように改正する。 

  第１５条第２項中「５，０００円」を「５，１４０円（消費税法（昭和６３
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年法律第１０８号）の規定による消費税及び地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）の規定による地方消費税に相当する額を含む｡)」に改める。 

第２０条 生駒市自転車等放置防止条例の一部を次のように改正する。 

  第１５条第２項中「５，１４０円」を「５，２４０円」に改める。 

（生駒市高山竹林園条例の一部改正） 

第２１条 生駒市高山竹林園条例（平成元年４月生駒市条例第１１号）の一部を

次のように改正する。 

別表の１の表中「１，５００円」を「１，５４０円」に、「２，５００円」

を「２，５７０円」に、「４，０００円」を「４，１１０円」に、「６，５０

０円」を「６，６９０円」に改め、同表に備考として次のように加える。 

備考 この表の使用料の額には、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の

規定による消費税及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定によ

る地方消費税に相当する額（以下「消費税等相当額」という｡)を含む。 

別表の２の表中「３，０００円」を「３，０９０円」に、「５，０００円」

を「５，１４０円」に、「８，０００円」を「８，２３０円」に改め、同表に

備考として次のように加える。 

備考 この表の使用料の額には、消費税等相当額を含む。 

第２２条 生駒市高山竹林園条例の一部を次のように改正する。 

別表の１の表中「１，５４０円」を「１，５７０円」に、「２，５７０円」

を「２，６２０円」に、「４，１１０円」を「４，１９０円」に、「６，６９

０円」を「６，８１０円」に改め、別表の２の表中「３，０９０円」を「３，

１４０円」に、「５，１４０円」を「５，２４０円」に、「８，２３０円」を

「８，３８０円」に改める。 

（生駒市都市公園条例の一部改正） 

第２３条 生駒市都市公園条例（昭和４５年３月生駒市条例第１６号）の一部を
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次のように改正する。 

  別表第２備考を次のように改める。 

  備考 

１ 法第５条第１項の公園施設の設置の許可、法第７条第６号に係る仮設

工作物の設置のための占用の許可又は第３条第１項第３号若しくは第４

号に係る行為の許可を受けた者の当該許可に係る使用料は、営利を目的

とする場合においては、上の表に定める額の２倍に相当する額とする。 

２ 上の表（４の項に限る｡)の使用料の額には、消費税法（昭和６３年法

律第１０８号）の規定による消費税及び地方税法（昭和２５年法律第２

２６号）の規定による地方消費税に相当する額（以下「消費税等相当額

」という｡)を含む。 

別表第３中「５００円」を「５１０円」に、「１，４００円」を「１，４４

０円」に、「２，０００円」を「２，０６０円」に改め、同表備考に次のよう

に加える。 

４ 上の表の使用料の額には、消費税等相当額を含む。 

第２４条 生駒市都市公園条例の一部を次のように改正する。 

  別表第２中「１５０円」を「１６０円」に改める。 

別表第３中「５１０円」を「５２０円」に、「１，４４０円」を「１，４７

０円」に、「２，０６０円」を「２，０９０円」に改める。 

（生駒山麓公園ふれあいセンター条例の一部改正） 

第２５条 生駒山麓公園ふれあいセンター条例（平成３年１０月生駒市条例第３

２号）の一部を次のように改正する。 

  別表の１の(1)のアの表中「３，０００円」を「３，０９０円」に、「５，

０００円」を「５，１４０円」に、「４，０００円」を「４，１１０円」に、

「１０，０００円」を「１０，２８０円」に、「４，５００円」を「４，６３
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０円」に、「７，５００円」を「７，７１０円」に、「６，０００円」を「６

，１７０円」に、「１６，０００円」を「１６，４６０円」に改め、同表備考

を次のように改める。 

備考１ 営利を目的とする場合においては、上の表に定める額の２倍に相当

する額とする。 

備考２ 上の表の使用料の額には、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）

の規定による消費税及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定に

よる地方消費税に相当する額（以下「消費税等相当額」という｡)を含む。 

  別表の１の(1)のイの表中「１，０００円」を「１，０３０円」に、「１１

，０００円」を「１１，３１０円」に、「２，０００円」を「２，０６０円」

に、「２２，０００円」を「２２，６３０円」に改め、同表備考に次のように

加える。 

  備考４ 上の表の使用料の額には、消費税等相当額を含む。 

  別表の１の(1)のウの表中「７，０００円」を「７，２００円」に、「２，

５００円」を「２，５７０円」に、「３，５００円」を「３，６００円」に、

「１，５００円」を「１，５４０円」に改め、同表備考に次のように加える。 

  備考３ 上の表の使用料の額には、消費税等相当額を含む。 

  別表の１の(2)の表中「４００円」を「４１０円」に、「８００円」を「８

２０円」に、「１，６００円」を「１，６４０円」に改め、同表備考に次のよ

うに加える。 

  備考３ 上の表の使用料の額には、消費税等相当額を含む。 

  別表の１の(3)の表中「３００円」を「３１０円」に、「４５０円」を「４

６０円」に、「２００円」を「２１０円」に改め、同表備考に次のように加え

る。 

  備考３ 上の表の使用料の額には、消費税等相当額を含む。 
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  別表の２の表中「３，０００円」を「３，０９０円」に、「１，０００円」

を「１，０３０円」に、「５００円」を「５１０円」に改め、同表に備考とし

て次のように加える。 

  備考 上の表の使用料の額には、消費税等相当額を含む。 

第２６条 生駒山麓公園ふれあいセンター条例の一部を次のように改正する。 

  別表の１の(1)のアの表中「３，０９０円」を「３，１４０円」に、「５，

１４０円」を「５，２４０円」に、「４，１１０円」を「４，１９０円」に、

「１０，２８０円」を「１０，４８０円」に、「４，６３０円」を「４，７１

０円」に、「７，７１０円」を「７，８６０円」に、「６，１７０円」を「６

，２９０円」に、「１６，４６０円」を「１６，７６０円」に改め、別表の１

の(1)のイの表中「１，０３０円」を「１，０５０円」に、「１１，３１０円

」を「１１，５２０円」に、「２，０６０円」を「２，０９０円」に、「２２

，６３０円」を「２３，０５０円」に改め、別表の１の(1)のウの表中「７，

２００円」を「７，３３０円」に、「２，５７０円」を「２，６２０円」に、

「３，６００円」を「３，６７０円」に、「１，５４０円」を「１，５７０円

」に改め、別表の１の(2)の表中「４１０円」を「４２０円」に、「８２０円

」を「８４０円」に、「１，６４０円」を「１，６８０円」に改め、別表の１

の(3)の表中「４６０円」を「４７０円」に、「１５０円」を「１６０円」に

改め、別表の２の表中「３，０９０円」を「３，１４０円」に、「１，０３０

円」を「１，０５０円」に、「５１０円」を「５２０円」に改める。 

（生駒市花のまちづくりセンター条例の一部改正） 

第２７条 生駒市花のまちづくりセンター条例（平成１３年３月生駒市条例第９

号）の一部を次のように改正する。 

別表の(1)の表中「５００円」を「５１０円」に、「１，０００円」を「１

，０３０円」に、「１，５００円」を「１，５４０円」に、「３００円」を「
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３１０円」に、「６００円」を「６２０円」に、「９００円」を「９３０円」

に改め、同表に備考として次のように加える。 

備考 この表の使用料の額には、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の

規定による消費税及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定によ

る地方消費税に相当する額（以下「消費税等相当額」という｡)を含む。 

  別表の(2)の表中「５００円」を「５１０円」に、「８００円」を「８２０

円」に、「１，３００円」を「１，３３０円」に、「３００円」を「３１０円

」に改め、同表に備考として次のように加える。 

  備考 この表の使用料の額には、消費税等相当額を含む。 

第２８条 生駒市花のまちづくりセンター条例の一部を次のように改正する。 

別表の(1)の表中「５１０円」を「５２０円」に、「１，０３０円」を「１

，０５０円」に、「１，５４０円」を「１，５７０円」に、「６２０円」を「

６３０円」に、「９３０円」を「９４０円」に改め、別表の(2)の表を次のよ

うに改める。 

  (2) 使用日が１１月１日から翌年の３月３１日までの場合 

使用区分  

施設名  

午前９時から 

正午まで 

正午から 

午後５時まで 

午前９時から 

午後５時まで 

研修室  １ ５２０円  ８４０円  １，３６０円  

２・３（１室 に

つき） 

３１０円  ５２０円  ８３０円  

備考 この表の使用料の額には、消費税等相当額を含む。 

（生駒市再開発住宅条例の一部改正） 

第２９条 生駒市再開発住宅条例（平成６年７月生駒市条例第１９号）の一部を

次のように改正する。 

  第１５条第１項中「６，０００円」を「６，１７０円（消費税法（昭和６３

年法律第１０８号）の規定による消費税及び地方税法（昭和２５年法律第２２
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６号）の規定による地方消費税に相当する額を含む｡)」に改める。 

第３０条 生駒市再開発住宅条例の一部を次のように改正する。 

  第１５条第１項中「６，１７０円」を「６，２９０円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、第２条、第４条、

第６条、第８条、第１１条、第１３条、第１５条、第１７条、第２０条、第２

２条、第２４条、第２６条、第２８条及び第３０条の規定並びに附則第３項、

第５項、第７項、第９項、第１１項、第１３項、第１５項、第１７項、第１９

項、第２１項、第２３項、第２５項及び第２７項の規定は、平成２７年１０月

１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第３条の規定による改正後の生駒市生涯学習施設条例別表第１及び別表第２

の規定は、平成２６年４月１日以後の使用に係る使用料及び利用料金（生駒市

生涯学習施設条例第１３条第１項に規定する利用料金をいう。以下この項及び

次項において同じ｡)について適用し、同日前の使用に係る使用料及び利用料金

については、なお従前の例による。 

３ 第４条の規定による改正後の生駒市生涯学習施設条例別表第１及び別表第２

の規定は、平成２７年１０月１日以後の使用に係る使用料及び利用料金につい

て適用し、同日前の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例

による。 

４ 第５条の規定による改正後の生駒ふるさとミュージアム条例別表の規定は、

平成２６年４月１日以後の使用に係る利用料金（生駒ふるさとミュージアム条

例第１４条第１項に規定する利用料金をいう。以下この項及び次項において同

じ｡)について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例
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による。 

５ 第６条の規定による改正後の生駒ふるさとミュージアム条例別表の規定は、

平成２７年１０月１日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使

用に係る利用料金については、なお従前の例による。 

６ 第７条の規定による改正後の生駒市体育施設条例別表第３及び別表第４の規

定は、平成２６年４月１日以後の使用に係る使用料及び利用料金（生駒市体育

施設条例第８条第２項に規定する利用料金をいう。以下この項及び次項におい

て同じ｡)について適用し、同日前の使用に係る使用料及び利用料金について

は、なお従前の例による。 

７ 第８条の規定による改正後の生駒市体育施設条例別表第３及び別表第４の規

定は、平成２７年１０月１日以後の使用に係る使用料及び利用料金について適

用し、同日前の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例によ

る。 

８ 第１０条の規定による改正後の金鵄の杜倭苑条例別表の規定は、平成２６年

４月１日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料

については、なお従前の例による。 

９ 第１１条の規定による改正後の金鵄の杜倭苑条例別表の規定は、平成２７年

１０月１日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用

料については、なお従前の例による。 

10 第１２条の規定による改正後の生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別

表の規定（し尿に関する部分に限る｡)は、平成２６年４月分以後のものとして

徴収する手数料について適用し、同年３月分までのものとして徴収する手数料

については、なお従前の例による。 

11 第１３条の規定による改正後の生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別

表の規定（し尿に関する部分に限る｡)は、平成２７年１０月分以後のものとし
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て徴収する手数料について適用し、同年９月分までのものとして徴収する手数

料については、なお従前の例による。 

12 第１４条の規定による改正後の生駒市火葬場条例別表の規定は、平成２６年

４月１日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料

については、なお従前の例による。 

13 第１５条の規定による改正後の生駒市火葬場条例別表の規定は、平成２７年

１０月１日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用

料については、なお従前の例による。 

14 第１６条の規定による改正後の生駒市自転車駐車場条例別表の規定は、平成

２６年４月１日以後に徴収する利用料金（生駒市自転車駐車場条例第６条に規

定する利用料金をいう。以下この項及び次項において同じ｡)について適用し、

同日前に徴収する利用料金については、なお従前の例による。 

15 第１７条の規定による改正後の生駒市自転車駐車場条例別表の規定は、平成

２７年１０月１日以後に徴収する利用料金について適用し、同日前に徴収する

利用料金については、なお従前の例による。 

16 第１９条の規定による改正後の生駒市自転車等放置防止条例第１５条第２項

の規定は、平成２６年４月１日以後に徴収する移送及び保管に要した費用につ

いて適用し、同日前に徴収する移送及び保管に要した費用については、なお従

前の例による。 

17 第２０条の規定による改正後の生駒市自転車等放置防止条例第１５条第２項

の規定は、平成２７年１０月１日以後に徴収する移送及び保管に要した費用に

ついて適用し、同日前に徴収する移送及び保管に要した費用については、なお

従前の例による。 

18 第２１条の規定による改正後の生駒市高山竹林園条例別表の規定は、平成２

６年４月１日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使
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用料については、なお従前の例による。 

19 第２２条の規定による改正後の生駒市高山竹林園条例別表の規定は、平成２

７年１０月１日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る

使用料については、なお従前の例による。 

20 第２３条の規定による改正後の生駒市都市公園条例別表第２及び別表第３の

規定は、平成２６年４月１日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前

の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

21 第２４条の規定による改正後の生駒市都市公園条例別表第２及び別表第３の

規定は、平成２７年１０月１日以後の使用に係る使用料について適用し、同日

前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

22 第２５条の規定による改正後の生駒山麓公園ふれあいセンター条例別表の規

定は、平成２６年４月１日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の

使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

23 第２６条の規定による改正後の生駒山麓公園ふれあいセンター条例別表の規

定は、平成２７年１０月１日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前

の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

24 第２７条の規定による改正後の生駒市花のまちづくりセンター条例別表の規

定は、平成２６年４月１日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の

使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

25 第２８条の規定による改正後の生駒市花のまちづくりセンター条例別表の規

定は、平成２７年１０月１日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前

の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

26 第２９条の規定による改正後の生駒市再開発住宅条例第１５条第１項の規定

は、平成２６年４月分以後のものとして徴収する使用料について適用し、同年

３月分までのものとして徴収する使用料については、なお従前の例による。 
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27 第３０条の規定による改正後の生駒市再開発住宅条例第１５条第１項の規定

は、平成２７年１０月分以後のものとして徴収する使用料について適用し、同

年９月分までのものとして徴収する使用料については、なお従前の例による。 

 （使用料等の改定に当たっての措置） 

28 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税

法の一部を改正する等の法律（平成２４年法律第６８号。以下「消費税法改正

法」という｡)第３条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定及び社会保障

の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方

交付税法の一部を改正する法律（平成２４年法律第６９号。以下「地方税法等

改正法」という｡)第２条に規定する地方消費税率の引上げに係る改正規定が、

消費税法改正法附則第１８条第３項の規定及び地方税法等改正法附則第１９条

第３項の規定によりその施行の停止を含め所要の措置が講じられる場合におい

ては、この条例においても同様の措置を講ずるものとする。 
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議案第 91 号 

 

生駒市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２５年１２月６日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市下水道条例の一部を改正する条例 

（生駒市下水道条例の一部改正） 

第１条 生駒市下水道条例（昭和５９年４月生駒市条例第１５号）の一部を次の

ように改正する。 

  第２１条第２項中「１００分の１０５」を「１００分の１０８」に改める。 

第２条 生駒市下水道条例の一部を次のように改正する。 

  第２１条第２項中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定及び

附則第３項の規定は、平成２７年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成２６年４月１日前から継続して使用している場合で、かつ、同日以後初

めて公共下水道に排除された汚水の量を認定した場合に徴収する使用料につい

ては、第１条の規定による改正後の生駒市下水道条例第２１条第２項の規定に

かかわらず、なお従前の例による。 

-50-



３ 平成２７年１０月１日前から継続して使用している場合で、かつ、同日以後

初めて公共下水道に排除された汚水の量を認定した場合に徴収する使用料につ

いては、第２条の規定による改正後の生駒市下水道条例第２１条第２項の規定

にかかわらず、なお従前の例による。 

 （使用料の改定に当たっての措置） 

４ 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税

法の一部を改正する等の法律（平成２４年法律第６８号。以下「消費税法改正

法」という｡)第３条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定及び社会保障

の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方

交付税法の一部を改正する法律（平成２４年法律第６９号。以下「地方税法等

改正法」という｡)第２条に規定する地方消費税率の引上げに係る改正規定が、

消費税法改正法附則第１８条第３項の規定及び地方税法等改正法附則第１９条

第３項の規定によりその施行の停止を含め所要の措置が講じられる場合におい

ては、この条例においても同様の措置を講ずるものとする。 
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議案第 92 号 

 

生駒市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２５年１２月６日 

生駒市長 山 下  真   

 

   生駒市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 （生駒市水道事業給水条例の一部改正） 

第１条 生駒市水道事業給水条例（昭和３５年１２月生駒市条例第３２号）の一

部を次のように改正する。 

  第１６条第１項、第２６条第１項及び第３３条の２第１項中「１００分の１

０５」を「１００分の１０８」に改める。 

第２条 生駒市水道事業給水条例の一部を次のように改正する。 

  第１６条第１項、第２６条第１項及び第３３条の２第１項中「１００分の１

０８」を「１００分の１１０」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定並び

に附則第４項及び第５項の規定は、平成２７年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成２６年４月１日前から継続して使用している場合で、かつ、同日以後初

めて料金算定の基礎となる水量を計量した場合に徴収する料金については、第
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１条の規定による改正後の生駒市水道事業給水条例第２６条第１項の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

３ 第１条の規定による改正後の生駒市水道事業給水条例第１６条第１項及び第

３３条の２第１項の規定は、平成２６年４月１日以後の工事の申込みに係る給

水装置工事費及び給水分担金について適用し、同日前の工事の申込みに係る給

水装置工事費及び給水分担金については、なお従前の例による。 

４ 平成２７年１０月１日前から継続して使用している場合で、かつ、同日以後

初めて料金算定の基礎となる水量を計量した場合に徴収する料金については、

第２条の規定による改正後の生駒市水道事業給水条例第２６条第１項の規定に

かかわらず、なお従前の例による。 

５ 第２条の規定による改正後の生駒市水道事業給水条例第１６条第１項及び第

３３条の２第１項の規定は、平成２７年１０月１日以後の工事の申込みに係る

給水装置工事費及び給水分担金について適用し、同日前の工事の申込みに係る

給水装置工事費及び給水分担金については、なお従前の例による。 

 （料金等の改定に当たっての措置） 

６ 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税

法の一部を改正する等の法律（平成２４年法律第６８号。以下「消費税法改正

法」という｡)第３条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定及び社会保障

の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方

交付税法の一部を改正する法律（平成２４年法律第６９号。以下「地方税法等

改正法」という｡)第２条に規定する地方消費税率の引上げに係る改正規定が、

消費税法改正法附則第１８条第３項の規定及び地方税法等改正法附則第１９条

第３項の規定によりその施行の停止を含め所要の措置が講じられる場合におい

ては、この条例においても同様の措置を講ずるものとする。 
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議案第 93 号 

 

生駒市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２５年１２月６日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市火災予防条例の一部を改正する条例 

 生駒市火災予防条例（昭和３７年３月生駒市条例第７号）の一部を次のように

改正する。 

 第２９条の４第４項中「第３７条第７号から第７号の３まで」を「第３７条第

４号から第６号まで」に改める。 

附 則 

 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 
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議案第 94 号 

 

財産の取得について 

 

下記のとおり財産を取得することについて、議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年４月生駒市条例第２号）第３条の規

定により、議会の議決を求める。 

記 

１ 取得する財産  議場放送・映像設備 

２ 取 得 価 格  ２０，３７０，０００円 

３ 契約の相手方  大阪市北区末広町１番２２号 

ジャトー株式会社 

代表取締役 小野 謙治 

４ 契 約 の 方 法  指名競争入札 

 

平成２５年１２月６日提出                

生駒市長 山 下  真   
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議案第 95 号  

 

財産の取得について 

 

下記のとおり財産を取得することについて、議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年４月生駒市条例第２号）第３条の規

定により、議会の議決を求める。 

記 

１  取得する財産  児童生徒用机、椅子及び天板 

２ 取 得 価 格  ５０，５３９，６５０円 

３ 契約の相手方  生駒市元町１丁目３番１９号 

                    株式会社 いなもり 

                    代表取締役 稲森 政一  

４  契 約 の 方 法  指名競争入札 

 

  平成２５年１２月６日提出         

                      生駒市長 山 下   真  
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議案第 96 号 

 

生駒市デイサービスセンター長楽の指定管理者の指定について 

 

下記のとおり地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の

規定による指定管理者の指定を行うことについて、同項の規定により、議会の議

決を求める。 

記 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

生駒市デイサービスセンター長楽 

２ 指定管理者となる団体の名称及び主たる事務所の所在地 

社会福祉法人 長命荘 

生駒市北田原町２４２９番地４ 

３ 指定の期間 

平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで  

 

平成２５年１２月６日提出 

                                            生駒市長  山  下   真 
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議案第 97 号 

 

金鵄の杜倭苑の指定管理者の指定について 

 

下記のとおり地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の

規定による指定管理者の指定を行うことについて、同項の規定により、議会の議

決を求める。 

記 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

金鵄の杜 倭苑 

２ 指定管理者となる団体の名称及び主たる事務所の所在地 

株式会社 日経サービス 生駒支店 

生駒市山崎新町８番９号 

３ 指定の期間 

平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで  

 

平成２５年１２月６日提出 

                                            生駒市長  山  下   真 

 

  

 

-58-



 

議案第 98 号 

 

奈良県市町村総合事務組合を組織する市町村等の変更について 

 

 奈良県知事が許可する日をもって奈良県広域消防組合が設立されることに伴

い、奈良県市町村総合事務組合を組織する市町村及び組合のうち、西和消防組合、

宇陀広域消防組合、中吉野広域消防組合及び香芝・広陵消防組合が解散され、奈

良県市町村総合事務組合を組織する組合でなくなることについて、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２９０条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  平成２５年１２月６日提出                 

                      生駒市長 山 下  真 
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議案第 99 号 

 

奈良県市町村総合事務組合規約の変更について 

 

 奈良県知事が許可する日をもって奈良県広域消防組合が設立されることに伴

い、奈良県市町村総合事務組合を組織する市町村及び組合のうち、西和消防組合、

宇陀広域消防組合、中吉野広域消防組合及び香芝・広陵消防組合が解散され、奈

良県市町村総合事務組合を組織する組合でなくなるとともに、新たに奈良県広域

消防組合を、奈良県市町村総合事務組合を組織する組合とするため、奈良県市町

村総合事務組合規約の一部を次のとおり変更することについて、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２９０条の規定により、議会の議決を求める。 

 

平成２５年１２月６日提出 

                                            生駒市長  山  下   真 

 

奈良県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約 

奈良県市町村総合事務組合規約（平成２０年奈良県市町村総合事務組合奈良県

指令市町村第１１４３号許可）の一部を次のように改正する。 

別表第１中「西和消防組合､｣、「宇陀広域消防組合､｣及び「中吉野広域消防組

合、香芝・広陵消防組合､｣を削り、「静香苑環境施設組合」の次に「、奈良県広

域消防組合」を加える。 

別表第２中「西和消防組合､｣、「宇陀広域消防組合､｣及び「中吉野広域消防組

合、香芝・広陵消防組合､｣を削り、「静香苑環境施設組合」の次に「、奈良県広

域消防組合」を加える。 

附 則 
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 （施行期日） 

１ この規約は、奈良県知事の許可があった日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 別表第２の１の項中「常勤の職員」とあるのは、「常勤の職員（奈良県広域

消防組合の設立の日（以下「設立日」という｡)の前日において、常勤の職員の

退職手当の支給に関する事務を奈良県市町村総合事務組合で共同処理していな

かった市町村又は一部事務組合の職員であって、設立日に奈良県広域消防組合

の常勤の職員となった者を除く｡)」と読み替えるものとする。 
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議案第 100 号 

 

   市道路線の認定について 

 

 市道路線を次のとおり認定したいから、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第８条第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 

整理 

路    線    名 

起        点 

番号 終        点 

１ 新生駒台線支線７号 

小明町１８６１番６５先 

小明町１８６１番６７先 

２ スガタ池線支線２号 

壱分町５６８番２０先 

壱分町５６６番７先 

３ スガタ池線支線３号 

壱分町５６７番２５先 

壱分町５６７番２１先 

４ 生駒３号歩行者専用道 

北新町２０４５番先 

北新町２０１１番先 

５ 奈良阪南田原線支線１号歩行者道 

上町４１３０番２先 

上町４１４４番１先 

 

  平成２５年１２月６日提出                 

                      生駒市長 山 下  真  
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議案第  101 号  

 

町の区域の変更について  

 

 平成２６年１月１４日から生駒市内の町の区域を別表のとおり変更したい

ので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、

議会の議決を求める。  

 なお、関係区域は、別図１（変更前）及び別図２（変更後）のとおりである。  

 

平成２５年１２月６日提出                         

生駒市長   山   下    真  
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別表  

 

他 の 町 を 
編入する町  

他の町に編  
入される町  

編入される区域  

あすか野北  
１丁目  

上  町  
（一部）  

１０２４番地１から１０２４番地１２まで、

１０２５番地４、１０４２番地２、１０８９

番地１から１０８９番地９まで、１０８９番

地１１から１０８９番地１４まで、１０８９

番地１６、１０８９番地１８から１０８９番

地３７まで、１０８９番地３９から１０８９

番地４４まで、１１９５番地３から１１９５

番地５まで、１１９５番地７から１１９５番

地１５まで、１２３８番地３から１２３８番

地５まで、１２３８番地８から１２３８番地

１１まで、１２８１番地２、１２８１番地５、

１２８１番地６、１２８２番地２、１２８２

番地４、１２８２番地７、５６７０番地２、

５９９５番地、５９９６番地、６０００番地、

６００１番地、６００２番地、６００６番地、

６００７番地、６００８番地、６０１２番地、

６０１３番地、６０１７番地、６０１８番地

及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路

である市有地の一部  
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別図1　（変更前）
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別図2　（変更後）
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